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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月30日(2014.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３以上のシロキサンユニットを有すると共に、少なくとも１つの有機部分Ｒ１を有する
ポリオルガノシロキサンをゴムの過酸化加硫の添加物として使用すること、但し、
　　　－Ｒ１は１以上の炭素－炭素多重結合を有すると共に、少なくとも４つの炭素原子
を有し、及び
　　　－ポリオルガノシロキサンにおいて炭素原子５～５０の鎖長を有する１以上の炭化
水素部の存在が除外されること、
　ポリオルガノシロキサンの使用量は、ゴム（混合物）１００質量部に対して０．１ｐｈ
ｒ～１０ｐｈｒであること、
を特徴とするポリオルガノシロキサンの使用方法。
【請求項２】
　前記炭素－炭素多重結合は二重結合であることを特徴とする請求項１に記載の使用方法
。
【請求項３】
　前記有機部分Ｒ１は１価の基であることを特徴とする請求項１又は２に記載の使用方法
。
【請求項４】
　前記Ｒ１基は、下図の（ｘ）、（ｙ）又は（ｚ）であることを特徴とする請求項３に記
載の使用方法。
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【請求項５】
　ポリオルガノシロキサンは以下の構造ユニットＩを有し；
［Ｒ１

ｘＲａＳｉＯ［４－（ｘ＋ａ）］／２］　　　　　（Ｉ）、
ここで、ｘは、１、２又は３であり、
　ａは、０、１又は２であり、
　Ｒは、１価の有機基であり、
　Ｒは、メチル基、エチル基、プロピル基及びフェニル基のうちから選択されることを特
徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の使用方法。
【請求項６】
　ポリオルガノシロキサンは以下の構造を有し：
［ＩＤ］ｍ［ＩＭ］ｎ［ＩＩＤ］ｏ［ＩＩＩＭ］（２-ｎ）、
　ここで、
（i）ｍは、０～４０の範囲であり、
　ｎは、０、１又は２であり、
　ただし、（ｍ＋ｎ）の合計は少なくとも１であり、
　（ｍ＋ｎ）の合計は２０以下であり、
（ii）ｏは０～１０００の範囲内にあり、
（iii）（ｍ＋ｏ＋２）の合計は少なくとも３であり、
（iv）［ＩＤ］は、Ｒが１価の有機基である二官能性構造ユニット［Ｒ１ＲＳｉＯ２／２

］であり、
（v）［ＩＭ］は、Ｒが１価の有機基である単官能性構造ユニット［Ｒ１Ｒ２ＳｉＯ１／

２］であり、
（vi）［ＩＩＤ］は、Ｒ′基（複数）が同一又は異なり、それぞれ有機基である二官能性
構造ユニット［Ｒ′２ＳｉＯ２／２］であり、及び
（vii）［ＩＩＩＭ］は、Ｒ″基（複数）が同一又は異なり、それぞれヒドロキシル基及
び直鎖、有枝又は環状有機基から選ばれる単官能性構造ユニット［Ｒ″３ＳｉＯ１／２］
であること
を特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の使用方法。
【請求項７】
　ｍは２であることを特徴とする請求項６に記載の使用方法。
【請求項８】
　ｎは１又は２であることを特徴とする請求項６又は７に記載の使用方法。
【請求項９】
　前記添加物は、ローラーシステムもしくは内部ミキサとの解離性能を改善するため、ム
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ーニー粘度を低下させるため、加硫化ゴム混合物の係数もしくは引っ張り強度を高めるた
め、圧縮永久ひずみを低下させるため、破断点伸び率を低下させるため、及び／又は引き
裂き伝播抵抗を低下させるために使用されることを特徴とする請求項１～８のいずれか一
項に記載の使用方法。
【請求項１０】
　前記ゴムは、ＮＲ、ＢＲ、ＮＢＲ、ＨＮＢＲ、ＥＰＭ、ＥＰＤＭ、ＣＲ、ＰＥ、ＣＭ、
ＣＳＭ、ＧＥＣＯ、ＦＫＭ、ＦＦＫＭ、ＴＦＥ／Ｐ、ＡＣＭ、ＡＥＭ、ＥＶＡ、ＥＶＭ、
ＶＭＱ、ＰＭＱ、ＰＶＭＱ、ＦＶＭＱ、及びＴＰＥから選択されることを特徴とする請求
項１～９のいずれか一項に記載の使用方法。
【請求項１１】
（i）１以上の過酸化架橋可能なゴム、
（ii）１以上の過酸化加硫剤、及び
（iii）１以上のポリオルガノシロキサン
を含有する加硫混合物を過酸化加硫し、
　ポリオルガノシロキサンが、３以上のシロキサンユニットを有し、
　ポリオルガノシロキサンが、少なくとも１つの有機部分Ｒ１を有し、
　Ｒ１が１以上の炭素－炭素多重結合を有すると共に、少なくとも４つの炭素原子を有し
、
　炭素原子５～５０の鎖長を有する１以上の炭化水素部の存在が除外され、
　使用量が、ゴム（混合物）１００質量部に対して０．１ｐｈｒ～１０ｐｈｒであること
を特徴とするゴムを加硫する方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法によって製造可能な又は製造された加硫ゴム。
【請求項１３】
　３以上のシロキサンユニットを有すると共に、少なくとも１つの有機部分Ｒ１を有する
ポリオルガノシロキサンを含有し、
　前記有機部分Ｒ１は１以上の炭素－炭素多重結合を有すると共に、少なくとも４つの炭
素原子を有し、
　ポリオルガノシロキサンにおいて炭素原子５～５０の鎖長を有する１以上の炭化水素部
の存在が除外され、
　ポリオルガノシロキサンは、ゴムの過酸化加硫の添加物として使用され、
　ポリオルガノシロキサンの使用量は、ゴム（混合物）１００質量部に対して０．１ｐｈ
ｒ～１０ｐｈｒである、
ことを特徴とするポリオルガノシロキサンのゴム用加硫化剤。
【請求項１４】
ａ）１以上のゴム、及び
ｂ）１以上のポリオルガノシロキサン、
を含有し、
　ポリオルガノシロキサンは、３以上のシロキサンユニットを有し、
　ポリオルガノシロキサンは、少なくとも１つの有機部分Ｒ１を有し、
　前記有機部分Ｒ１は１以上の炭素－炭素多重結合を有すると共に、少なくとも４つの炭
素原子を有し、
　ポリオルガノシロキサンにおいて炭素原子５～５０の鎖長を有する１以上の炭化水素部
の存在が除外され、
　ポリオルガノシロキサンは、ゴムの過酸化加硫の添加物として使用され、
　ポリオルガノシロキサンの使用量は、ゴム（混合物）１００質量部に対して０．１ｐｈ
ｒ～１０ｐｈｒであることを特徴とするマスターバッチ。
【請求項１５】
ａ）１以上の固体担体材料、及び
ｂ）１以上のポリオルガノシロキサン、
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を含有し、
　ポリオルガノシロキサンは、３以上のシロキサンユニットを有し、
　ポリオルガノシロキサンは、少なくとも１つの有機部分Ｒ１を有し、
　前記有機部分Ｒ１は１以上の炭素－炭素多重結合を有すると共に、少なくとも４つの炭
素原子を有し、
　ポリオルガノシロキサンにおいて炭素原子５～５０の鎖長を有する１以上の炭化水素部
の存在が除外され、
　ポリオルガノシロキサンは、ゴムの過酸化加硫の添加物として使用され、
　ポリオルガノシロキサンの使用量は、ゴム（混合物）１００質量部に対して０．１ｐｈ
ｒ～１０ｐｈｒであることを特徴とする混合物（ブレンド）。
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